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第１章 計画策定の趣旨  

  

１．計画策定の目的 

国は、平成 12年度より国民健康づくり運動「健康日本 21」を展開し、壮年

期死亡の減少、健康寿命の延伸、生活の質の向上のため、健康を増進し発症を

予防する「一次予防」を重視した取組みを推進しました。  

平成 25 年度からは、「21 世紀における第二次国民健康づくり運動（健康日

本 21（第二次））」を展開し、少子高齢化や生活習慣の変化による疾病構造の

変化を踏まえ、健康寿命の延伸と健康格差の縮小を最終的な目標とし、生活習

慣病の一次予防と合併症の発症や症状進展などの重症化予防を重視した取組

みを推進しました。  

令和６年度からは、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な

方針（令和５年厚生労働省告示第 207号）に基づき、「21世紀における第三次

国民健康づくり運動（健康日本 21（第三次））」が開始となります。全ての国民

が健やかで心豊かに生活できる持続可能な社会の実現に向け、健康寿命の延伸

と健康格差の縮小を目指す基本方針のもとに、「誰一人取り残さない健康づく

り」を推進し、「より実効性を持つ取組みの推進」に重点を置いて取組むこと

とされています。  

本町では、２０４０年までに健康寿命を男女とも 75 歳以上を目指すとされ

る２０１９年に国が策定した健康寿命延伸プランに基づき、町民が健康に関心

を持つとともに、すべての町民が心身ともに健やかで心豊かに暮らし続けられ

る地域社会の実現を目指すため、健康づくりに協働で取り組むための環境整備

や健康寿命の延伸を図る施策を適切に実施することを目的に、令和４年９月

「健康づくり推進条例」を制定し、川北町の健康づくりの施策を効果的に推進

するため、この計画を策定します。 
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２．計画の位置づけ 

この計画は、川北町総合計画を上位計画とし、町民の健康の増進を図るため

の基本的事項を示し、その推進に必要な方策を明らかにするものです。また、 

関連する計画との整合性を図りながら策定しています。  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．計画の期間  

   

この計画は、令和７年度から令和１１年度までの５年間とします。 
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４．計画の基本的な考え方 

 ◆基本理念◆ 

すべての町民が、家庭や地域、社会などの様々な舞台で個性を発揮し、一人

ひとりがこころもからだも健康で、活躍する町をめざしています。 

総合計画の理念を踏まえ、国の健康日本２１（第三次）の最終目的でもある

「健康寿命の延伸」に取り組みます。 

「健康寿命の延伸」のため、こころとからだの健康づくり、自助（本人）だけ

でなく、公助（健康づくりに関係する公的機関等）、共助（家族、地域社会）に

よる健康づくりに取り組むこととし、以下のとおり基本理念を定めます。 

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

  ◆基本目標◆ 

   第２期川北町版総合戦略との整合性を図るため、総合戦略に挙げられて

いる基本目標を継承します。 

     

Ⅰ 充実した子育て環境をめざす、ふるさと川北戦略 

   Ⅱ 多世代がずっと住み続けられるまちをめざす ふるさと川北戦略 

   Ⅲ 地域で働きやすい産業と雇用環境を生み出す ふるさと川北戦略 

   Ⅳ 安全・安心な暮らしを続けられる環境をつくる ふるさと川北戦略 

  

  

  

  

  

 

心身ともに元気で、いつまでも地域で生活できるように、 

町民協働による生涯を通じた健康づくりを推進し、 

健康寿命の延伸に取り組む 
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 ５．計画の推進 

この計画は、乳幼児期から高齢期までのライフステージに応じた健康増進の

取組みを推進するものであり、全町民を対象とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念： 

   心身ともに元気で、いつまでも地域で生活できるように、 

町民協働による生涯を通じた健康づくりを推進し、 

健康寿命の延伸に取り組む 

基本目標： 

Ⅰ 充実した子育て環境をめざす、ふるさと川北戦略 

  Ⅱ 多世代がずっと住み続けられるまちをめざす ふるさと川北戦略 

  Ⅲ 地域で働きやすい産業と雇用環境を生み出す ふるさと川北戦略 

  Ⅳ 安全・安心な暮らしを続けられる環境をつくる ふるさと川北戦略 

 

基本方針 ラ イ フ ス テ ー ジ 

身体の健康づくりに関する施策 次 世 代 

働きざかり世代 

 シニア世代 

 全世代 

心の健康に関する施策 

心身機能に不安がある人にも配慮した健康づく

りに関する施策 

予防に重点を置いた世代に応じた健康づくりに

関する施策 

前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進

するために必要な事項に関する施策 
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基本方針に基づいた、事業例を次のようにお示しします。 

 

（１）身体の健康づくりに関する施策 

ライフステージ 事業名 

次 世 代  

・赤ちゃん訪問 

・保育所事業（わくわくチャレンジ、 

 米飯給食、スクールバス、育児相談） 

・子ども食堂 

・青少年講座 

・ジュニアスポーツクラブ活動 

・部活動 

・給食（食育含む） 

・通学路整備（農道舗装） 

働きざかり世代 

シニア世代 

全世代  

・スポーツ協会の活動 

・区民運動会 

・スポーツ推進委員活動 

・百歳体操 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民に期待する主な取り組み 

・保育所、学校、地域、職場等で開催される行事やスポーツレクレーシ

ョン等に積極的に参加しましょう。 

・１日３食の食生活を実践し、健康な生活リズムをつくりましょう。 

・運動に興味を持ち、楽しんで体を動かしましょう。 
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（２）心の健康に関する施策 

ライフステージ 事業名 

次 世 代  

・子育て支援（どんぐり広場、子育て教室、 

 子育てサロン、ひよこ広場、なでしこ広場、ママ café） 

・人権教育 

・英語教育推進事業・中学生国際交流の翼 

・特別支援教育、教育相談、就学相談 

・子育てガイドブック、子育てマップ、子育てアプリ 

働きざかり世代 

シニア世代 

全世代  

・自治公民館活動 

・地区伝統行事（左義長、虫送り等） 

・教養講座 

・文化団体協議会の各種活動 

・ボランティア活動 

・あいさつ運動 

・自殺予防心の健康づくり事業 

・心配ごと相談 

・花いっぱい運動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民に期待する主な取り組み 

・休養を積極的にとりましょう。 

・日頃から適度に体を動かすなど、自分にあったリラックス方法を見つ

けましょう。 

・ストレスと疲労がとれる睡眠を得るように心がけましょう。 

・家族・友達・仲間等と過ごす時間を大切にし、コミュニケーションを

深めるとともに、地域活動に参加する等、豊かな人間関係をつくりま

しょう。 

・心の不調を感じた時には、早めに専門医を受診しましょう。 

・家族及び周囲の人が、早期の相談や受診に結びつけられるよう心の不

調に気づいてあげましょう。 

・うつ病及びうつ状態についての正しい知識を持ちましょう。 
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（３）心身機能に不安がある人にも配慮した健康づくりに関する施策 

ライフステージ 事業名 

次 世 代  

・乳児相談 

・障害児入所給付費 

・子育て支援センター 

シニア世代 

 

・配食サービス 

・介護保険サービス 

働きざかり世代 

全世代  

・身体療育精神手帳交付 

・障害福祉サービス 

・更生医療 

・精神障害者通院入院医療費助成事業 

・自立支援型住宅リフォーム支援 

・生活困窮者支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）予防に重点を置いた世代に応じた健康づくりに関する施策 

ライフステージ 事業名 

次 世 代  

・乳幼児健康診査 

・フッ化物洗口事業 

・児童館、放課後児童クラブ事業（夏休み食育教室、お弁当

の配布、民生委員との交流、遠足） 

・学校検診（児童生徒検診 ） 

・通学路安全点検、見守り隊活動 

・チャイルドシート購入費助成 

・児童用自転車ヘルメット購入費助成金 

町民に期待する主な取り組み 

・運動習慣を身につけ、筋力の低下や転倒による骨折などを防ぎましょう。 

・運動習慣や社会参加などに積極的に取り組み、認知機能の低下を防ぎまし

ょう。 

また、認知機能に変化が認められた場合、家族や周りの人が協力して、早め

にかかりつけ医や専門医療機関に相談できるよう援助しましょう。 
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働きざかり世代 

・母親教室、両親学級 

・妊産婦健康診査費 

・健康増進事業 

 健診（がん、骨粗鬆症、肝炎ウイルス、歯周疾患） 

 健康教育等（運動指導事業、健康相談、保健指導） 

・短期人間ドック助成事業 

・特定健康診査、特定保健指導 

・特定健康診査の結果に基づく保健指導 

（生活習慣病の発症予防と重症化予防） 

シニア世代 

 

・健康増進事業 

 健診（がん、骨粗鬆症、肝炎ウイルス、歯周疾患） 

 健康教育等（運動指導事業、健康相談、保健指導） 

・短期人間ドック助成事業 

・特定健康診査、特定保健指導 

・特定健康診査の結果に基づく保健指導 

 （生活習慣病の発症予防と重症化予防） 

・高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施 

・介護予防事業（百歳体操の普及、認知症予防事業） 

全世代  

・予防接種の推進 

・禁煙対策 

・広域的な医療連携の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民に期待する主な取り組み 

・早期発見・早期治療のためがん検診を受診しましょう。 

・がんに関する正しい知識を持ち、予防のために必要な生活習慣を身につけまし

ょう。 

・年１回健診を受診し、生活習慣病の早期発見、重症化予防に努めましょう。 

・たばこの害や依存症について、あらゆる機会を通じて知るように努めましょう。 

・飲酒による害や依存症について、あらゆる機会を通じて知るように努めましょ

う。 

・子どもから大人までかかりつけ歯科医を持ち、専門的な歯・口腔清掃、歯石除

去、適切な義歯の使用など、歯の健康診断を定期的に受けましょう。 

・自分の判断で治療を中断せず、継続しましょう。 
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（５）健康づくりを推進するために必要な事項に関する施策 

ライフステージ 事業名 

次 世 代  

・医療費助成（乳幼児） 

・未熟児育成医療給付 

・育成医療 

・マイ保育園制度 

・ファミリーサポートセンター事業 

働きざかり世代 

・各種手当（児童手当、特別児童手当、児童扶養手当） 

・出産祝い金 

・子育て応援育児用品貸出事業 

シニア世代 

 

・医療費助成（高齢者） 

・介護保険利用者負担給与金 

・長寿祝い金 

・高齢者ドライバー安全運転促進事業 

・老人クラブ活動 

・百寿会館の利用 

全世代  

・運動できる施設 

（サンフィールド、サンアリーナ、総合体育館、武道館） 

・ふれあい健康センター 

・医療費助成（ひとり親、障害者） 

・健康ロードウオーキング道路の整備 

・食育の推進（地域、学校、家庭） 

・欅光学級 

・環境衛生 

・くらしの便利帳 

・タクシー助成 

・巡回バス運行 

・運転免許証自主返納支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

町民に期待する主な取り組み 

・地域の運動施設を積極的に利用しましょう。 

・良い睡眠をとり、規則正しい食生活に努めましょう。 

・運動に興味を持ち、楽しんで体を動かしましょう。 
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川北町 健康づくり推進体制 イメージ図

住民主体の健康づくり

行政

（国・石川県・川北町）

保育所

児童館

学 校

医療機関

企 業

家 庭

地 域

その他

地域のさまざまな社会資

関係団体

ボランティア

健康寿命の延伸

目指す姿

６．関係機関との連携の強化  

  本計画の推進にあたって、事業の効率的な実施を図る観点から、ボランティ

アや企業、医療機関、保育所、学校、庁内関係課等の関係機関、関係団体と連携

して取組みを広げていきます。  

 

    

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．計画の進行管理  

計画の進行管理は、計画を立て（Ｐｌａｎ）、実行し（Ｄｏ）、その進捗状況を

定期に把握し評価したうえで（Ｃｈｅｃｋ）、その後の取組みを改善する（Ａｃ

ｔｉｏｎ）、ＰＤＣＡサイクルを基本とします。  
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■策定経緯 

年月日 会議等 その他 

 

令和４年９月 

 

 

令和５年５月 

～11月 

 

 

12月６日 

 

 

 

令和７年３月 14日 

～25日 

 

   ３月 26日 

 

 

 

 

 

健康づくり推進条例の制定 

 

 

計画策定に向けた協議  

 

 

 

川北町健康づくり推進協議会 

・健康づくり推進に関する計画につい

て 

 

 

 

 

川北町健康づくり推進協議会 

・健康づくり推進に関する計画（案）

について 

 

 

 

 

 

 

福祉課（担当課） 

庁内各課 

 ワーキンググループ 

 

 

 

 

 

パブリックコメント 

 

 

 

 

 

公表 
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■健康づくり推進協議会委員名簿 

NO 役  職 氏  名 備 考 

1 議会教育民生常任委員長 山田 勝裕   

2 医師 池田 商洋   

3 町老人クラブ連合会会長 西田  肇   

4 区長会会長 村田 信広   

5 学校代表 沖田  尚   

6 保育所代表 小澤 かおり   

7 町スポーツ協会理事長 中村 英登   

8 町スポーツ推進委員長 東  俊幸   

9 健康づくり推進員 池田 恵子   

10 南加賀保健福祉センター次長兼健康推進課長 松本 美紀   

11 食育コーディネーター 深元 喜代子   

12 教育長 西田 誠一   
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■川北町健康づくり推進条例 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、町民が健康に関心を持つとともに、健康づくりに協働で取り組む

ための環境整備や健康寿命の延伸を図る施策の推進に関し、その基本となる事項を定

めることにより、全ての町民が心身ともに健やかで心豊かに暮らし続けられる地域社

会の実現を目指すことを目的とする。 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

一 町民 町内に居住する者及び町内に勤務又は通学する者をいう。 

二 地域団体 町内会その他の地域を基盤に形成された団体及び町内において町民の健

康づくりに携わる団体をいう。 

三 事業者 町内に事業所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体をいう。 

四 保健医療等関係者 専門的な立場から町民に対し必要な保健、医療、福祉等に係る業

務を行う者及びこれらの者で組織する団体をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 町民の健康づくりは、町及び町民、地域団体、事業者及び保健医療等関係者(以

下「町民等」という。)がそれぞれの責務と役割を認識し、相互に連携を図りながら地

域全体で推進されなければならない。 

２ 町民の健康づくりは、全ての人が健康であることを願い、町民が健康づくりに関心及

び必要な知識を持ち、自らの心身の状態に応じた健康づくりに生涯にわたり主体的に

取り組むことを基本として推進されなければならない。 

３ 町民の健康づくりは、町民の健康に関わる社会環境の整備及び向上に向けて、町及び

町民等が相互に連携し、及び協力して取り組むことを基本として推進されなければな

らない。 

(町の責務) 

第 4 条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民の

健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実践するものとす

る。 

２ 町は、前項の施策を策定し、及び実施するに当たっては、町民等の意見を反映させる

よう努めるものとする。 

３ 町は、町民等に対して、町民の健康づくりに関する情報の提供その他必要な支援を行

うものとする。 

４ 町は、感染症等により町民等の健康づくり活動が制限される事態になった場合は、状

況に応じて必要な措置を講ずるものとする。 
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(町民の役割) 

第 5 条 町民は、基本理念にのっとり、健康づくりに関する必要な知識を習得するとと

もに、健康診断並びに検診その他の方法により適宜自己の健康状態を把握しながら、継

続して自らの心身の状態に応じた健康づくりに取り組むよう努めるものとする。 

２ 町民は、家庭において健康づくりに取り組むとともに、地域、職場、学校等その他に

おいて行われる健康づくりの推進に関する活動に参加するよう努めるものとする。 

(地域団体の役割) 

第 6 条 地域団体は、基本理念にのっとり、地域及び組織の特色を生かして、町民の健康

づくり推進活動に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

(事業者の役割) 

第 7 条 事業者は、基本理念にのっとり、法令を遵守し、従業員の健康づくりに主体的に

取り組むとともに、町、町民、地域団体、保健医療等関係者及び他の事業者が実施する

健康づくり推進活動に協力するよう努めるものとする。 

(保健医療等関係者の役割) 

第 8 条 保健医療等関係者は、基本理念にのっとり、町民の健康づくりに資する情報を

提供し、町民が保健医療等を適切に受けられるよう努めるものとする。 

(町民の健康づくりの推進に関する施策) 

第 9 条 町は、町民とともに健康づくりを推進し、健康寿命の延伸を目指すため、次に掲

げる施策を実施するものとする。 

一 体の健康づくりに関する施策 

二 心の健康づくりに関する施策 

三 心身機能に不安がある人にも配慮した健康づくりに関する施策 

四 予防に重点を置いた世代に応じた健康づくりに関する施策 

五 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するために必要な事項に関する施策 

(町民の健康づくりの推進に関する計画の策定等) 

第 10 条 町は、前条に規定する施策を適切に実施するため、健康づくりの推進に関する

計画(以下、「計画」という。)を策定し、公表するものとする。 

２ 計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 町民の健康づくりの推進に関する基本方針及び目標 

二 町民の健康づくりの推進に関する施策 

三 前二号に掲げるもののほか、町民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計

画的に実施するために必要な事項 

３ 町は、計画の進行管理に合わせて五年ごとに前項第二号に掲げる事項を評価し、必要

に応じて当該事項の見直しを行うものとする。 

(健康づくり推進協議会) 

第 11 条 町は、町民の健康づくりに関する調査審議をするため、健康づくり推進協議会
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(以下「協議会」という。)を置くことができる。 

２ 協議会の委員の定数、組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。 

(国、県等との協力) 

第 12 条 町は、町民の健康づくりの推進を図るため、国、県及び地方公共団体と協力す

るよう努めるものとする。 

(委任) 

第 13 条 この条例に定めるもののほか、健康づくりの推進に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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■川北町健康づくり推進協議会会則 

 

（目的） 

 住民の健康保持及び増進に関し、地域、職域、学校その他の団体が相互に連携し、連絡調

整をはかるため川北町健康づくり推進協議会を置くものとし、その知識及び運営について

必要な事項を定めることを目的とする。 

（協議事項） 

 協議会の次の各号に掲げる事項を協議する。 

 １．住民の健康意識の高揚に関すること 

 ２．食生活改善と体力づくりに関すること 

 ３．疾病予防に関すること 

 ４．その他町民の健康づくりのための必要な事項 

（委員構成） 

委員は概ね１１名をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

１．関係行政機関 

２．医療機関代表 

３．地区組織団体代表 

４．学識経験者代表 

５．顧問 

協議会の開催は必要に応じて開催する。 

事務局は福祉課内におく。 

 

附 則 

  この会則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この会則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

  この会則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

 

 


